
No. 569/December 200766

座座談談会会 平成19年版労働経済白書をめぐって

ワークライフバランスと
雇用システム

石水 喜夫 ●厚生労働省労働経済調査官

武石恵美子 ●法政大学キャリアデザイン学部教授

立道 信吾 ●労働政策研究・研修機構副主任研究員

永瀬 伸子 ●お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科教授



司会 ただいまから ｢平成 19 年版労働経済の分析｣

いわゆる労働経済白書の座談会を始めます｡ まず最初

に石水調査官から今年の白書執筆にあたっての問題意

識, あるいはテーマ選定の趣旨などご説明いただけれ

ばと思います｡

Ⅰ ｢平成 19 年版労働経済の分析｣：概要

石水 今年の白書は, 私が労働経済調査官として携

わった 2冊目の白書になりますが, 労働政策担当参事

官室に勤務して 6年となり, 白書とのつきあいは長い

ものになりました｡ その経験から申し上げますが, 今

年の白書は, 今までになく, 多くの関心を集めたと思

います｡ これは白書が扱った ｢ワークライフバランス｣

というテーマが, 今日, 多くの人々の期待を集めてい

るからのように感じるのです｡ 本日, お集まりの先生

方は, ご慧眼により, 早くからワークライフバランス

の重要性を見抜かれて, わが国社会への問題提起を続

けてこられました｡ 本日は先行する研究のお立場から

白書に対するご意見をお伺いできればと思います｡

それでは, まず今年の白書のテーマ選定にあたって

の問題意識ですが, 人口減少に転じた日本社会が今後

もその活力を維持し, 持続的な経済発展を実現してい

くためには, 仕事と生活の調和のとれた働き方のもと

で, 一人ひとりが実りある職業人生を実現していくこ

とが大切だと考えています｡ こうしたことから白書は,

ワークライフバランスと雇用システムをテーマに, 3

章立てで分析を行いました｡

第 1章は, 雇用情勢の改善と勤労者生活の充実に向

けた課題を分析しました｡ 雇用情勢は緩やかに改善し

ていますが, 賃金は非正規雇用割合の上昇などによっ

て伸びが抑制され, 消費支出の伸びも力強さを欠いて

おり, また教育や住居などへの支出項目では, 所得階

層間の格差も拡大しています｡ 企業部門で先行する景

気の回復を雇用の拡大, 賃金の上昇, 労働時間の短縮

へとバランスよく配分し, 勤労者生活を充実させ, 持

続性を持った経済発展を実現していくことが重要だと

いう, 今年の白書のモチーフを定量的な分析をもとに

描き出しているのが第 1章です｡

次に第 2章 ｢人材マネジメントの動向と勤労者生活｣

では, 近年の企業経営の動向と勤労者生活に与える影

響を分析しました｡ 人口減少への転換, 経済のグロー

バル化などのもとで, 企業は人材の効率的な投入と収

益力の向上を目指して

きました｡ 非正規雇用

などの外部人材の活用

や, 業績成果主義的な

賃金制度の導入が進ん

でいますが, 長期的な

視点に立った人材の育

成方針などにはゆらぎ

が見られ, 長時間労働

や職場ストレスも拡大

しています｡ 今後は仕

事に対する満足感を高

め, 就業意欲を高めていくことによって, 人材の付加

価値創造能力の向上を実現していくことが重要で, そ

れを足がかりに企業収益を高めるような取り組みが求

められるだろう, また就業意欲を高め, 就業参加を促

進していくために, 仕事と生活の調和という視点がま

すます求められることになるだろうと見通しています｡

第 3章は ｢変化する雇用システムと今後の課題｣ と

して, 仕事と生活の調和のとれた雇用システムのあり

方を検討しています｡ 賃金制度の見直し, 就業形態の

多様化などに伴って, 今まで集団主義的な色彩の強かっ

た労働関係も次第に個別化が進んでいますが, これと

並行して, 労働分配率の低下がみられます｡ 集団主義

的な労働関係が崩れていく中で, 私たちは新しい所得

分配のための原理を見出すことができていないのでは

ないかと思います｡ 今年の白書は, 仕事と生活の調和

を追求すべき目標として掲げることによって, 進展す

る労働関係の個別化の延長線上に一人ひとりの働き方

に応じた成果の配分を実現することができないか, ま

たそのことが一人ひとりが生き生きと働くことができ

るということではないかと論じたものです｡

｢まとめ｣ では, 仕事と生活の調和が持つ 3 つの社

会的な意義について論じていますが, これにつきまし

ては, 本日の座談会の後半で取り上げたいと思います｡

また本日の議論に先立って, 今年の白書に託したわ

れわれのメッセージについてもお話をしておきたいと

思いますので, 柳澤前厚生労働大臣にお書きいただい

た白書の巻頭言をご紹介します｡

まず日本経済についてのわれわれの現状認識ですが,

日本経済は景気回復の期間から見れば, すでに高度経

済成長期のいざなぎ景気を超えていますが, 経済の成

長は輸出と設備投資に牽引され, 消費支出には力強さ
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が見られません｡ このような状況の下でわれわれは改

めて所得分配のあるべき姿について議論する必要があ

ると考えました｡ そして, その議論はまさにワークラ

イフバランスというキーワードを持って行うことが適

切ではないかと結論づけたものです｡

巻頭言は続けて, ｢我が国の雇用システムには, 長

期雇用の特徴が見られ, 雇用を安定させ, 職業能力を

継続的に高めるとともに, 労使の信頼関係の基礎となっ

ております｡ 今後もこのような雇用システムの長所を

生かしつつ, 他面, 意欲と能力の発揮に向け, 働く人々

の個性をより尊重していくことが大切です｡ 我が国の

労使関係の中に仕事と生活の調和に役立つさまざまな

制度を育て, 定着させ, 働く人々がそれを個性豊かに

活用することができる環境を整備することによって,

一人ひとりが生き生きと働くことができる雇用システ

ムを構築していくことが求められます｡ そして, 政労

使の緊密なコミュニケーションのもとに, こうした取

り組みを積極的に推進することが, 一人ひとりの働き

方に応じた成果の配分を実現し, 公正な所得の分配と

真に豊かな経済社会を築くことになるものと私は確信

しております｣｡ このように結ばれております｡

司会 どうもありがとうございました｡ それではま

ず永瀬先生, いかがでしょうか｡

永瀬 ｢ワークライフバランス｣ が今年の白書のテー

マとして取り上げられたことは嬉しく, またこの言葉

が幅広い支持を得ていることに感慨を持ちます｡ 正社

員は長時間労働の問題や逃げ場のなさなどさまざまな

問題があります｡ 一方, 非正社員は時間選択の自由度

は高いがどうにも賃金が低い｡ どちらの働き方もワー

クライフバランスがとれていません｡ 白書は, 最新の

データの裏づけを持って, こうした現在の働き方の問

題をしっかりと描いています｡ もっとも, これから,

どういう方向に行ったらいいのかということ, つまり

政策の方向については, もう一歩踏み込んでいただき

たかったと思います｡

司会 武石先生, お願いいたします｡

武石 白書は毎回, いろいろなデータが丁寧に分析

されていて大変参考になっています｡

ワークライフバランスというのは, 今までの働き方

のどこに問題があったのか, これからどのように働い

ていくのかということを考えるときの, 一つの大切な

切り口だと思っていますので, 今年はワークライフバ

ランスがテーマになったということで私も大変楽しみ

に読ませていただきました｡ それから前大臣のお話に

あったように, 所得分配システムというものを, ワー

クライフバランスという切り口から見ていこうという

のは, 重要な視点ですね｡

一つ全体を通して気になったのが, 格差の問題をど

うとらえるかということです｡ ワークライフバランス

というのは, 多様なニーズを点検しなければいけない

と思っているのですが, そうするとワークライフバラ

ンスというのは, 一つのバランスの望ましい姿がある

わけではなく, 人によっても, それから同じ人の中で

も変化しうるものです｡ その場合, ある一時点で見る

と, 格差はどうしても生じると思います｡ 白書は全体

として, 格差をなくしていこうというスタンスだと思

うのですが, ワークライフバランスを進めたとき, あ

る一時点で生じる格差というものをどういうふうに考

えるかということは, ワークライフバランスを考える

ときの一つのテーマだと思います｡

それから, 今回の白書では, 人材マネジメントや雇

用システムについても取り上げられていますが, ワー

クライフバランスが進まなかった背景には, こうした

システムの問題があると思っていますので, そこに踏

み込んで分析をされているところは大変参考になりま

した｡

司会 立道さん, お願いいたします｡

立道 ワークライフバランスはこうあるべきである

という当為を考える段階から, 現在は, どうすればワー

クライフバランスが実現できるかという方法論的な問

題を考えなくてはいけない時期に来ていると思います｡

白書の中でも, 長時間, 深夜, 終日営業といった営業

形態が実態として存在するという事実が指摘されてい

ますが, こうした営業形態をとる企業に対して, 資本

主義社会ですから, ｢競争をやめろ｣ と言うことはで

きません｡ では, どうしたらわれわれが理想とするワー

クライフバランスと競争の共存ができるかということ

ですが, いわゆるコンプライアンスと CSR という観

点から, 長時間労働を各企業が, そして消費者が見直

すことが必要な時期に来ていると思います｡ 競争が不

可避だとしても, せめて ｢上品に競争してくれ｣ と,

消費者も考えているのではないでしょうか｡ 例えば多

少の利便性は犠牲になるけれども, 深夜は営業を自粛

するといった対応を, 企業が共通の課題として検討す

る時期に来ているのではないかと思います｡ 社会の構

成要員としての企業が, 競争至上主義に陥らずに, 従
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業員のワークライフバランスを実現できるような企業

活動を行った結果, 消費者の信頼を勝ち取れば, たと

えコスト競争で負けても最終的には企業間競争に勝つ

というようなシナリオもありえます｡ CSR やコンプ

ライアンスというと, もっと重大な法律問題を想起し

がちですが, 社会の中での ｢企業の振る舞い方｣ といっ

た少し柔らかい観点から, 長時間労働をみんなで見直

すということが, ワークライフバランス実現のための

第一歩ではないかと思います｡

司会 第 1章について, 石水調査官からポイントを

お願いし, 議論を深めていきたいと思います｡

Ⅱ 労働経済の推移と特徴

＊雇用の動向

石水 第 1章は, 雇用, 賃金, 労働時間といった毎

年の白書の定番の分析ですが, しかし, その年のテー

マ設定にあたっては, やはり雇用, 賃金, 労働時間,

消費などの分析とその正確な把握が基礎となりますの

で, この第 1章も大変重要なところと考えています｡

まず雇用の改善ですが, 有効求人倍率は 2002 年以

降, 上昇傾向にありますが, 有効求人倍率が 1倍に近

づいたあたりのころから, 就業形態別に数字をとって

みる必要があるのではないかという問題意識を持ちま

して, 2005 年から, 正社員の有効求人倍率のデータ

を提供できるようにしています｡ 8 頁第 1-(1)-6 図を

見ますと, 全体の有効求人倍率は改善している中で,

正社員の有効求人倍率は低い水準にとどまっています｡

フリーターなどの若年の不安定就業者は減少していま

すが, これは新規学卒者の就職の改善によるところが

大変大きいわけで, 年長フリーターの方は, 公共職業

安定所での職業紹介に大いに頼ることになっています｡

年長フリーターの就職については正規雇用化を進めて

いこうとしていますが, 状況は厳しく, 年長フリーター

に滞留傾向が見られる, と白書には書いています｡

それから, 地域別に見ますと, 雇用情勢の改善の弱

い地域もあり, 全体として改善している中でも, これ

は格差の問題にもかかわってくると思いますが, さま

ざまな雇用の課題が残されているということを指摘し

ています｡

次に就業形態別の動きです｡ 正規雇用の人数も増加

はしているのですが, 非正規雇用の増加は大きくなっ

ています｡ 22 頁第 1-(1)-20 図で, 男女別, 年齢階級

別に就業形態を見ますと, 男性の 15～24 歳, 女性の

15～24 歳のところは, 正規雇用割合が 2006 年に上昇

に転じています｡ これは先ほど言いましたように, 新

規学卒者の就職が改善してきていることが大きいわけ

ですが, 私どももフリーターの常用雇用化に向けた取

り組みを強化してきていまして, そういったことが一

定の効果を上げていると思います｡ しかし, 25～34

歳層を見ると, 正規雇用割合は引き続き低下している

わけで, 年長フリーターの正規雇用化に向けた取り組

みは, まだ引き続き求められているものだと認識して

います｡

＊賃金, 労働時間の動向

次に賃金の動向ですが, 賃金は 2005 年に現金給与

総額がプラスに転じ, 2002 年の 1 月を底とした景気

の回復が, 2005 年には, ようやく賃金にあらわれて

きたと言われていますが, しかし, 振り返ってよく見

てみると, 所定内給与の伸びは必ずしも強くない｡ 38

頁第 1-(2)-1 表が示すように, 所定外給与は, 2005

年 1.6％, 特別給与 (ボーナス) が 2.1％ということ

で, 残業が伸びる, あるいはボーナスが増えるという

形で, 現金給与総額の伸び 0.6％というのはつくられ

ているということです｡ 2006 年は引き続き現金給与

総額 0.3％ということで伸びていますが, 所定内給与

はマイナスです｡ 所定外給与と特別給与の伸びがこれ

を補っているような形になっています｡ 所定内給与の

伸びの低さについては, 非正規雇用割合の上昇という

のが大変大きな影響を及ぼしているということを, 後

ほどの分析でも議論していきたいと思います｡ また,

労働時間については所定外時間は 5年連続での増加で

す｡ 2006 年には総実労働時間も増えています｡

＊消費とマクロ経済の動向

わが国経済は, 景気の回復期間から見れば, すでに

高度成長期のいざなぎ景気を超えていますが, 経済の

成長は輸出と設備投資に牽引されています｡ 今後は企

業部門で先行している回復を雇用の拡大, 賃金の上昇,

労働時間の短縮へとバランスよく配分することによっ

て, 勤労者生活を充実させ, 社会の安定を基盤とした

持続的な経済発展を実現していくことが求められてい

るということで, 今年の白書の基調を提示しています｡

あともう一点追加になりますが, 69 頁第 1-(3)-12
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図は 2000 年に入って

からの消費の様子を,

その 5年前のものと比

較して, 収入階層別に

見たものなのですが,

かなりはっきりした特

徴がある｡ それは住居

と教育です｡ 住居と教

育については, 収入階

層が高い人のところほ

ど支出が増えていると

いうことがあって, こ

ういう長期的な消費計画に立って支出していく項目に

ついて, かなりはっきりした格差が生じてきていると

いうことです｡ 経済の回復を雇用, 賃金, 労働時間に

適切に配分していかないといけないと言いましたが,

それがマクロのパフォーマンスという意味では, どう

いうふうに消費につながってきているかというのは大

変な重要な論点です｡ 現に消費は伸びない｡ そして,

伸びているとしても, それは所得水準の高い層の住居

や教育の支出の増加などによって牽引されているとい

うようなところについて, われわれは社会全体として

どのように考えていけばいいのかという論点がありま

す｡ また, それを考えていく中で, やはり現状の分配

の姿は, かなり問題があるのではないか｡ これが, 今

年の第 1章の問題意識と分析です｡

司会 今, 石水調査官から, 雇用, 賃金, 労働時間,

そして消費, こういったことを中心に問題意識, 情勢

分析を説明していただきましたが, 立道さん, いかが

でしょうか｡

立道 雇用動向について, 新規学卒者の状況が改善

されたのが特徴とのことですが, 就職氷河期と言われ

た 10 年あまりの間は, 新卒者については, 極めて優

秀な人材に特化して厳選採用を行っていた企業が多かっ

たようです｡ この傾向がどう変わったかというのが,

一つのポイントです｡ 同じ新卒者でも二極化が進むと

思われて, 優秀な学生を力のある企業が囲い込み, し

かも, それらの優秀な学生に対しては, 新入社員の段

階から, Off-JT で企業特殊的な訓練を行い, 自社の

競争力向上に直結するように能力開発を図る企業もあ

る｡ その一方で, 長時間労働を担い, なおかつコスト

の低い労働力として働いてもらうために, 新卒者を正

社員として採用する企業もある｡ 同じ新卒者であって

も, 二極化が生じているのではないでしょうか｡

司会 それでは, 武石先生, お願いいたします｡

武石 細かいことなのですが, 有効求人倍率に関し

て正社員のデータが把握できる点は評価できると思っ

ています｡ 有効求人倍率が 2002 年頃から上昇してい

ますが, 都市部を中心に, 派遣の求人がかなり増えて

いるようです｡ 派遣の求人が悪いということではなく,

そもそも派遣というのは, 派遣元企業が需給調整機能

を持っているわけで, ハローワークでさらに求人とし

てカウントされるのも, 何となくダブルカウントのよ

うな感じがしていました｡ 派遣を含めて多様な雇用形

態が見られるようになっている中で, 労働市場の構造

をとらえるときに, 有効求人倍率についても多様な労

働市場の実態についてきちんと見ていく必要が出てき

ていると思います｡ そうした意味で, 有効求人倍率で

正社員の求人倍率というのが出てきているのはとても

参考になりました｡

雇用動向の分析については, 立道さんがおっしゃっ

たことと同意見です｡ さらに今回の雇用失業情勢が改

善してきた背景として, もちろん, 景気がよくなって

きている, 企業の利益率が向上しているということが

あると思います｡ もう一方で, 人口構造の変化, つま

り今年からは 2007 年問題といわれるように団塊世代

の引退が始まりますが, こうした構造的な要因が, 雇

用失業情勢にどういう影響を与えているのかという点

は気になります｡ 白書は年次的な分析なので, そうい

う構造的な分析はあまり深められないとは思いますが,

景気の動向とあわせて, そういう構造的な変化が雇用

失業情勢にどう影響しているのかというのは注視した

いと思っています｡

司会 永瀬先生, いかがでしょう｡

永瀬 2006 年以降, 正社員の雇用がようやくネッ

トで上向きに転じましたが, 非正規労働に対する需要

が減っているわけでは決してなく, 今後とも非正規労

働の拡大は特に大企業中心に続くと見受けられます｡

また, 今回の白書を読んでいて, グローバル化と競

争激化がすごく進んでいるなと｡ 企業は世界的な競争

の中で戦っていかなくてはいけないので, 一方では優

秀な人材を求めているが, 他方では短期的で柔軟に雇

用できる人材も求めている｡ この二極分化された働き

方が, うまくいっていない｡ 白書 40 頁の第 1-(2)-3

図で景気回復局面における賃金の推移を見ると, 今回

の賃金回復は, これほど弱いものだったのだと, 改め
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て目で確かめて, 日本の企業, 日本の家族, 日本の家

計が直面している問題を実感しました｡

司会 基本的には, 雇用, 労働市場, それから二極

化の問題, 景気回復をどう見るか｡ この辺がキーワー

ドとして出てきたかと思いますが, いかがでしょうか｡

石水 武石先生が公共職業安定所の業務統計につい

て, 特に派遣のところなどでダブルカウント感がある

のではないかとおっしゃいましたが, 労働力需給調整

システムをこれからどういうふうに考えていくべきか

という際に示唆的なポイントだと思います｡ 古い話を

申し上げますが, もともと公共職業安定所というのは,

直接雇用のための仲立ちをし, あっせんをするところ

だというのが, 戦後の職業安定行政の基本理念のはず

でした｡ 労働者供給事業を厳しく禁止して, 直接のあっ

せんは全国的な紹介網をもった公共職業安定所が責任

をもって行うと｡ こういうことでやってきたわけで,

日本の産業構造転換においても, 雇用の安定において

も非常に重要な役割を担ってきたと思います｡ 民間の

システムが育ってくる中で, 民間システムを否定する

わけではありませんから, 上手に結びつけて相互の役

割を果たしていくべきと思いますが, それでは, 直接

雇用は職業安定行政の基本理念たりえないのか｡ 果た

してこのままでいいのか｡ これは古い考えというので

はなくて, ぜひ皆さんにも議論していただきたいと思

います｡

特に, 派遣が増えてきた背景には業務請負が関連し

ていて, 製造業も派遣ができるようになったことから,

派遣の求人が大いに伸びていますが, ハローワークの

紹介の状況から見ますと, やはり紹介として打率がい

いのは正社員の求人のあっせんです｡ この辺のところ

についても, ぜひ研究者の方々から議論を提起してい

ただいて, 公共職業安定所が果たすべき社会的役割を

改めて見つめ直すことができればと願っています｡

それから, 立道先生と武石先生から学卒の就職のお

話がありましたが, 私が大学の就職指導の方からお聞

きしたところによると, バブル期の再燃のような競争

状況だと｡ そうすると, われわれはこれまでずっと,

一人ひとりにふさわしい就職, 個性豊かな就職をと願っ

てきたと思うのですが, バブルのときと同じようにざぁっ

ととっていくのでは, 就職率は改善したといってもこ

の後どうなるのか｡ そして, 不安の声も聞こえます｡

これは本来, われわれが求めてきたものとは違うよう

な気がするのですが, 学校で卒業生を送り出されてい

る先生方としてはどんなふうに見ていらっしゃるのか｡

その辺についてお聞かせいただけますでしょうか｡

それから, 永瀬先生が指摘されたグローバル化や,

構造変化が景気に与えている影響ということについて

も, 非常に重要な論点だと思いますので, ぜひ第 2章

のところで議論できればと思います｡

Ⅲ 人材マネジメントの動向と勤労者生活

司会 だんだん議論が深まってきたかと思いますが,

それでは, 第 2章の ｢人材マネジメントの動向と勤労

者生活｣ について石水調査官, お願いいたします｡

＊経常利益率の動き

石水 企業規模別に見た経常利益率の推移というこ

とで, 194 頁第 3-(1)-12 図では利益率を大企業と中

小企業に分けて見ています｡ 大企業の経常利益率はす

でにバブル期を超えていて, 2000 年代に入ってから

の利益率の上昇は大変大きいわけです｡ 一方で中小企

業については, 利益率の伸びは大企業と比べれば小さ

く, まだバブル期は超えてはいません｡ この利益がど

のような形で損益計算書上, 処分されているかという

ものを見てみると, 大企業の場合, 内部留保が大きく

伸びる｡ あるいは配当金が大きく伸びるという形で,

大企業は株式価値の向上, あるいは内部留保の増大に

よって, 資本構成を強化するという対応を進めている｡

その結果が利益率を非常に重視した経営になっている

ということです｡

白書ではさらに, 人口減少とグローバル化の影響が

かなり効いているのではないかという分析をしていま

す｡ 人口減少の影響ですが, 90 年代半ばから, 労働

力人口も減少し始めてくる中でマクロの消費も鈍化し,

そのため国内市場だけではやっていけなくなり, 海外

の市場を非常に重視する展開になっている｡ 大企業の

経営はそういうほうへ向かわざるをえないし, その過

程で, 日本の資本市場にもかなり外国人資本が入って

来ると, そうした状況の中で利益率というのは, いろ

いろな意味で象徴的な指標であり, ここを重視しない

と, 特に日本のグローバル企業は企業経営がたちゆか

ない｡ こうした利益率重視の傾向が人材マネジメント

というものの強化の背景にあるのではないかというこ

とが, 白書の第 2章で分析されています｡
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＊成果主義の導入と長時間労働

人材マネジメントについても, いろいろな局面から

分析をしていかないといけないのですが, 特に労働時

間の長時間化, 二極化について指摘しました｡

人材マネジメントは, 業績・成果主義といった対応

から始まって外部人材の活用などに広まっていくわけ

ですが, 業績・成果主義的賃金制度の運用は, 現状で

は必ずしもうまくいっていないと白書には書いていま

す｡ しかし, 個々人に応じて賃金を決める方向という

のは, 労働者の多様性に応えていく上で避けて通れな

い傾向で, 決して人材マネジメントすべてを否定して

いるわけではなく, 特に業績・成果主義が正しく運用

されることによって, 労働者一人ひとりに応じた働き

方が広がってくるということについては大いに評価し

ているのです｡ その中から生じてくる格差の問題につ

いても一定の受け止めと評価をすべきであるというこ

とは, これは今年だけではなくて, 平成 18 年版の白

書からかなりはっきり打ち出しているところです｡

しかし, 長時間労働の問題は少し別ではないかと｡

つまり, 個々人の成果が賃金に反映されるという動き

に伴って, 間違いなく自律的な働き方というのが広がっ

ているわけですが, それに伴って, 業務量の把握など,

使用者責任を十分果たせない形で, 長時間労働が広がっ

ていくという問題が出てきているということをはっき

り問題点として示していくべきではないかと｡ 長時間

労働は, 仕事量の多さや, 仕事量に応じた人員の手当

てができないことなどによるというデータが出ていま

すが, 自律的な働き方の広がりに伴って, 企業にとっ

て, 労働者が抱える仕事の状況を把握することが難し

くなり, 業務を遂行するための合理的な体制を整える

ことができない結果として, 特定の人々に長時間労働

が集中するということを生み出しているのではないか

という問題提起をしています｡

123 頁第 2-(2)-29 図は男性労働者について見たも

のですが, 1990 年代後半, どの年齢層を見ても, 週

60 時間以上働く人の割合は増えているわけです｡ 直

近の 2006 年を見ても, 40 歳代の週 60 時間以上の割

合は引き続き増えている｡ この 40 代というのは, 企

業の, 特に大企業の処遇の中では昇進が絡んでくる世

代になるわけですが, そういう人たちの長時間労働は

非常に増えているということです｡ 同時に週 35 時間

未満の短時間の就労者を見ると, 若い層と高齢層で増

えているということがある｡ つまり労働時間の二極化

が進んでいるということです｡

それから 139 頁第 2-(3)-2 図②は, 総務省の 『社会

生活基本調査』 によって生活時間を分析したものです

が, 男性 30 代, 40 代で, 仕事の時間が非常に増えて

いる｡ 同時に睡眠時間が減って, テレビ・ラジオ・新

聞・雑誌, 休養, くつろぎの時間も減っています｡

特に白書が注目をして問題提起をしているのは, ボ

ランティア活動などの社会参加活動, あるいは友人な

どとの交際にかける時間が減少しているということで

す｡ 仕事以外での社会貢献が乏しくなっているという

ことは, 職業能力がさまざまな経験の中から高められ

ることを考えると憂慮すべき状況にあるのではないか

と｡ 企業経営者の方にも, このままでいいのかという

ことで問題提起をしています｡

＊ワークライフバランスについて各国の取り組み

ここまで議論してくると, おそらくワークライフバ

ランスは大切だなという気持ちになっていただけるの

ではないかと思いますが, 仕事と生活の調和を図るた

めの制度を整備することの効果について, 従業員と企

業にそれぞれ分けて聞いた結果を 151 頁第 2-(3)-18

図に示しています｡ 就業意欲が高まる, 生産性が高ま

る, 有能な人材確保ができるといったことについて,

高い効果が認められます｡ これを見ると従業員のほう

が前向きのような感じはしますが, しかし, 従業員調

査も, 企業調査も結論はそれほど違いはありません｡

ですから, 今ある雇用管理の問題をよく議論していけ

ば, 労使ともにワークライフバランスというものは,

実現していくことが大切だということになってくるの

ではないかと期待しています｡ 第 2章は, 雇用管理の

問題を指摘するとともに, その解決の方向として, ワー

クライフバランスということを強く打ち出しました｡

また, 世界はワークライフバランスについてどのよ

うに取り組んでいるか｡ わが国に先行している諸外国

について, 白書の第 2章第 4節にまとめました｡

イギリスでは, 労働時間の長さや生産性の低さが意

識される中で, 政府主導のキャンペーンが行われ, 官

民挙げたワークライフバランスの展開をしており, 日

本で最も紹介されている事例かと思います｡ ドイツは,

出生率の低下が国力の低下につながるとの意識の下で,

国力強化のために政府がワークライフバランスを強力

にサポートし, 官民共同の取り組みや地域ネットワー
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クの形成が注目されているというように紹介されてい

ます｡ フランスは, もともと家族政策を重視している

お国柄と聞きますが, その延長線上でワークライフバ

ランスの取り組みが今, 重視されているということだ

そうです｡ アメリカは, これは必ずしも政府が取り組

みをするというものではないのですが, よい人材を確

保していくためには, 企業が, よいマネジメントを労

働者に提供しないといけない｡ そうしないと人も集ま

らないと｡ こういう問題意識で, 企業独自の取り組み

が充実している｡ この取り組みのメニュー自体は大変

注目すべき充実したものだということですので, 全体

の組み立て方としてはわが国社会のものと少し違いま

すが, メニューについては大変勉強になるのではない

かと考えています｡

司会 石水調査官から経営をめぐるグローバル化,

競争の激化, その中で人材の確保, さらには学卒の就

職状況の問題等々のポイントを示していただきました

が, まず立道さんはどうお考えでしょうか｡

＊コーポレート・ガバナンス構造の変化

立道 白書では, 近年になるほど外国人の株式保有

比率が高まり, 最近では, 金融機関に迫りつつあるこ

とが指摘されています｡ このようにコーポレート・ガ

バナンス構造が今, 急激に変化しようとしている中で,

どのような変化が人材マネジメントに起ころうとして

いるのでしょうか｡ ガバナンス構造の変化の中で株主

の発言力が強くなってくると, 経営を考える上で短期

化がすべての面で適用されるようになってきます｡ 人

事管理面では, 労働者の短期間の仕事の成果を評価す

る成果主義の導入が検討されるほかに, 長期雇用の見

直しが行われます｡ これまではメインバンクの支配の

下で, 遊休資産とか, 余剰人員などもいつかは役に立

つというような長期的な計画の中で維持されてきたわ

けですが, 短期的な視点から経営が見直されると, こ

れらは, 何らかの形で処分されてしまう｡ 労働者と企

業の関係は, 従来の長期的な関係から短期的な関係へ

と変化しようとしています｡

また, 株主価値向上のためには, コスト削減の手段

として, 非正規労働者比率を高めよという要請が強ま

ります｡ かつて日経連が提唱した雇用ポートフォリオ

のうち, 雇用柔軟型グループ, 非正規労働者の比率が

ますます高まります｡ これが最近指摘されているよう

な新たな貧困層を生み, やがて長期的な社会の停滞を

もたらすことにつながる可能性もあるわけで, ガバナ

ンス構造の変化については, これから労働問題を考え

る上で, もう少し注意深く見ていく必要があると感じ

ています｡

司会 ありがとうございました｡ それでは武石先生,

いかがでしょうか｡

＊非正規雇用の能力育成

武石 非正規の比率の上昇傾向は続いていますが,

先ほどもお話があったように, 2006 年以降正規もま

た増加に転じています｡ 正規-非正規の比率は, 一方

が増え続けるというのではなく, どこかに企業それぞ

れの特徴を背景にした適正な比率のようなものがある

のだろうと思うのです｡ この適正な比率を探っている

という印象を持ちました｡ 企業経営の環境変化の中で

重要になってきた経営課題のトップに挙がってくるの

が, 人材育成の強化ですが, 白書の中でも, コスト削

減のために人件費を切り下げるといったことは企業経

営にとって必ずしもメリットがないということに非常

に注意をして指摘をしておられますね｡ 企業経営にお

いてコスト削減の圧力が高まっている｡ ただ, 人材を

きちんと育成していかないと競争力が弱くなる｡ 両者

の兼ね合いが, ここに来て, 企業の経営者として非常

に重要な課題になってきているのかなという気がしま

す｡ その意味でも, 人事戦略において非正規の比率が

どのあたりで上限になるのか, というところは非常に

重要だと思うのです｡ 限りなく 100 に近づくというこ

とはありえなくて, どこかでバランスがとれていくの

かなという感じがしています｡

白書の指摘で気になったのが, 人材育成の部分です｡

例えば 85 頁や 92 頁では, 正規社員には教育訓練の投

資が行われていても, 非正規の育成については不十分

であるため, これが長期的には正規-非正規の格差拡

大につながる可能性を指摘されており, 重要な問題が

提起されています｡ 近年, 増加する非正規雇用者の人

材育成に関して大きな課題が残されているということ

ですね｡

このように非正規社員に関する育成については白書

の中でもいろいろなところで課題の提起がなされてい

ますが, それでは非正規の育成にだれが責任を持つの

か, ということについて明確なスタンスが感じられま

せんでした｡ この点は重要な課題だと思っています｡

企業の人材マネジメントにおいて, 基本的に, 正規と
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非正規とでは, 異なる

雇用方針, 育成方針が

あるわけですから, 企

業に対して, 正規と同

じに非正規も育成をす

べきだとは言えないと

思います｡ 非正規の中

でも正規と同じような

仕事をしている人たち

に対して正規と同じよ

うな育成機会を与えて

いくべきだとは思うの

ですが, そうではない人もたくさんいる｡ その意味で

は, 非正規社員の人たちは, 自分のキャリア形成に関

して正規社員以上に自分が責任をとらなくてはいけな

い面があるわけです｡ しかし, それを自己責任と言っ

てしまっていいかというと, 経済的な側面, あるいは

機会的な側面から難しいのが現状です｡ したがって,

そこを社会でどう支えていくかということが重要だと

思うのです｡ 白書では非正規社員の育成は重要な課題

だということは指摘しているのですが, ｢だれが｣ と

いう主語があまり明確ではなく, 企業にやってくれと

言っているような印象を受けました｡ 企業にやってく

れという方向性では, 今申し上げた理由から政策の運

営を間違ってしまわないかなという懸念があります｡

非正規社員だけではなく正社員も同様だと思うので

すが, 企業に人材育成を任せるという時代から, どん

どん個人の自己責任が問われていく時代になってきて

いる｡ 企業が人材育成の強化の必要性をあらためて認

識しているという傾向が見られることは評価できるこ

となのですが, おそらく社員全員を同じように育成し

ようということではないでしょう｡ ですからそこから

抜け落ちていく人たち, とりわけ非正規の人たちに関

して, 社会でその育成のシステムをどう支えていくか

という部分はとても重要なことではないかと思います｡

それから 90 頁で, 売上高・経常利益と雇用の関係

をみると, 利益が上がっているところは正社員も増や

しているという分析がされているのですが, それだけ

ではなく, この正社員不変というところが, 実は生産

性を上げている可能性はないでしょうか｡ つまり, 正

社員の人数を変えずに利益が上がっているわけですか

ら, 一人当たりの生産性を高めて, 全体としての利益

に貢献している可能性があると思うのです｡ このデー

タは正社員数しかわからないので, 非正規社員を増や

しているのかどうかまでは分析できませんが, 正社員

だけを見た場合に, 正社員の人数を変えずに利益が上

がっていたら, それは一人当たりの生産性が非常に上

がっているのかもしれないわけです｡ 人数を増やして

利益を上げる構造と, そこを増やさずに効率的な仕事

の進め方をすることで全体として利益が上がっていく

構造と, 利益が上がっていくには色々な理由があると

思うので, 正社員増加の部分だけ評価してよいのかと

いう疑問を持ちました｡ 特にワークライフバランスを

進める上では, 効率的な働き方はポイントになると思

いますので｡

石水 おっしゃるとおりだと思います｡ 特に今後の

政策検討のポイントとして, 非正規の育成にだれが責

任を持つのかというのは非常に重要な論点だと思いま

す｡ これは, なかなか難しい行政課題です｡ 少し議論

してみたいと思いますので, 皆さんのアイデアもお聞

かせいただければと思います｡

まず, 非正規の育成については社会的な仕組みをつ

くっていかなければいけないのではないかというとこ

ろまでは議論は深まっているような気がするのですが,

悩ましいのは, では, 公的訓練施設みたいなものが産

業構造の転換の中で十分な役割を果たせるのか｡ 一方,

企業は産業構造転換の中にあって, 正社員を中心とし

た人材育成のノウハウを現実にかなり持っていると思

うので, これを広範に生かすことも考えられます｡ さ

らに, 武石先生がおっしゃるように, 企業自体が正規

社員を雇用ポートフォリオの中で尊重するところがあ

るとすれば, 正規雇用化も含めて, 人材育成機能をも

う一度発揮してもらいたい｡ 企業にやってもらうこと

によって, この機能を高めることができるかもしれな

い｡ こういう発想が出てきます｡ 競争の中で, それが

難しいというのであれば, 例えば法律などで, すべて

の企業にそういうことを義務づけていくという発想も

出てくるわけですが, ただ, これはおそらく大変なこ

とになってくるでしょうね｡

加えて, その社会的なコストについては, これはみ

んなで負担していくという考え方があるかもしれませ

ん｡ 今でも委託訓練のような考え方があるわけですか

ら, 企業に対して一定のコストを払って, 非正規雇用

の育成をしていってもらうというような考え方｡ さら

には, 横断的, 社会的な仕組みによって広くコストを

負担し合うという考え方があってもよかろうかと思う
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のですが, どうでしょうか｡ また実態論から見て, ど

れがうまく機能するのかという問題もあります｡

これらの議論がありえますが, 白書で十分論じられ

ていないというのは, ご指摘のとおりです｡ 考えられ

る議論については, 今, 紹介した通りですが, 皆さん,

どのようにお考えでしょうか｡

武石 多分, 委託訓練, 公共訓練というような一つ

の政策で全部フォローはしきれなくて, いろいろな組

み合わせが必要なのだと思います｡

今回, 均衡処遇の法改正の中で, 非正規の中でも正

規と同じ仕事をしている人たちに対しては, 業務にか

かわる教育訓練も同じにするようにということが明示

されました｡ 企業としても正社員と同じ仕事をしてい

る非正規社員に, 正社員と同様の訓練をするインセン

ティブはあると思うので, そこは企業の取り組みにゆ

だねることが可能でしょう｡ 法改正によっても, そこ

は手当てできたかなという気がします｡

一番の問題は, ｢ワーキング・プア｣ と言われてい

るような人たちに象徴されるような, とても将来の訓

練投資までの余裕がない, あるいはそのようなことが

考えられない, というような人たちというのが最後に

残っていってしまうことではないでしょうか｡ そこは

やはり公的に対応することになるのではないでしょう

か｡ 例えば介護ヘルパーの資格取得を支援するという

ような, 何かそういう形で誘導していかないと, 自分

のキャリアなんて考える余裕すらないわけですから,

公的にかなり支援しなければならない｡ 企業の自主的

な取り組みや, 委託訓練など様々な形があると思いま

すが, とにかく非正規もかなりセグメントして, 手当

てをしなければいけないと｡

それから, 派遣に関してはもう少し派遣元の教育訓

練というものをきちんと制度化できないかと思います｡

フランスでは, 派遣元が実施する教育訓練に対して,

派遣企業全体が拠出する基金からの金銭的な支援を与

えています｡ こうした例も参考になると思いますが,

やはり多様な訓練の機会を組み合わせながらも, 公的

支援が必要な部分というのがあるのではないでしょう

か｡ その支援のあり方については検討の余地があると

は思います｡

＊非正規雇用と格差の拡大

永瀬 日本の正規と非正規の格差は国際的に見て非

常に大きいことを改めて強調したいと思います｡ 白書

102-103 頁に平均時給

の差や賃金分布が示さ

れていますが, 厚生労

働省の 『就労形態の多

様化調査』 (1999 年)

を用いて, 年齢や, 学

歴, 勤続, 職種, 産業

等さまざまな要因を考

慮した上で正規と非正

規の賃金格差を検討し

たことがあるのですが,

男性も女性も大体 2割

ぐらいでした｡ 国際的にはどれほどのものなのかと,

いくつか文献を見ました｡ アメリカは, たとえば 6％

といった推計があり, ヨーロッパも 1割以内が多く,

統計的に有意な差が出ないオランダ, スウェーデンな

どもあります｡ これに対して日本は非常に大きい｡ そ

れが何故なのかと考えたときに, 私は労働法学者では

ないので, 間違っているところもあるかもしれません

が, 日本の労働法は基本的に正規雇用者, つまり長期

雇用者の保護という視点から組み立てられており, 非

正規雇用者は, もともと労働法から少しあぶれる働き

方と位置づけられていたことが大きいように思うので

す｡ 確かに, 均衡処遇の法改正がされましたが, それ

は正規とまるで同じように働く非正規雇用者は正規と

同じように保護しましょうという視点に過ぎず, 短期

間や短時間の非正規雇用そのものを労働市場の欠くべ

からざる一員として, 雇用者保護のシステムの中に取

り込むという視点はいまだ薄いと思います｡

白書についても, 前半では, 非正規雇用の拡大を大

きく問題視しているのですが, しかし後半ではどちら

かというと正規雇用者が中心の議論となります｡ 正規

雇用者と非正規雇用者の問題について, どうやって格

差を縮める手だてをうつのかとか, 非正規雇用者の

｢雇用者｣ としての権利をどう考え直すのかといった

議論が足りないように感じました｡

労働法のすばらしいご著書を書かれている先生方の

多くも, ｢長期雇用｣ を日本の強みととらえて, そう

した人たちの生産性を上げ, いかに保護していくか,

そういう考え方に立たれてきたと思います｡ しかし非

正社員を除外しては困るところまで来たというのが,

第 1章で強く指摘されていると思います｡ これだけ増

えてしまった非正規の人たちをどう処遇するのかとい
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うことについて, 法律上のもっとしっかりとした何ら

かの規制をしなくてはいけないのだろうと思います｡

＊若年非正規の能力開発

労働分野で規制緩和が進められ, 低賃金労働が大き

く拡大し, この層が十分な訓練を受けられているのか

というと, いや, 受けられていないというのがここで

の共通の理解だと思います｡

若年の非正規雇用者については, 一定期間働いたら

ば, 専門学校等に行くお金の一部が雇用保険や税金か

ら給付されるといったような支援も必要かと思います｡

フリーターになる人は, 専門学校に行くといってもま

だやることもはっきり決まっていないし, 親も経済的

に厳しいし, とりあえずなる人も多いわけですが, 賃

金が低いので, 1 年や 2年働いたからといって, 自分

で学校に行けるような貯金はできない｡ とにかく長時

間働いて, ようやく暮らしている｡ だから交際活動も

不活発であり, 家族形成も停滞している｡ 専門学校を

出ると就職もよくなると聞きますので, 例えばそうし

たことも考えられるのではと思います｡

石水 何らかの教育が施されることが大切だという

ことですね｡

永瀬 若い人についてはぜひ雇用保険等公的なお金

を使っての給付を考えてほしいと思います｡ また出産

のために仕事を失った場合も含め, また非正社員を含

めて育児休業給付を雇用保険等から出していただきた

いとも思います｡

石水 武石先生が指摘されている能力開発の問題と

永瀬先生ご指摘の賃金格差の問題は表裏一体の問題だ

と思います｡ 賃金で大きな格差が生じてきているとい

う問題は, 今, 議論しているように能力形成問題の一

つの表れだと思うのです｡ また, 特にご指摘がありま

したように, 日本の労働法体系なり, 制度的体系は長

期雇用を前提にしてきたと｡ 法律学者の人たちも暗黙

裡にそれを前提にした議論を展開しているということ

でしょうが, やはり長期雇用の中での人材育成機能に

大きな価値を認めているからではないでしょうか｡ そ

ういうことでずっと来ているわけなのですが, しかし,

現実に非正規雇用がこれだけ増えてきて, 賃金格差の

問題が避けて通れないとすれば, これをいかに政策体

系の中に組み込んでいくかという論点が出てきます｡

それから, 従来の長期雇用を前提とした人材育成シス

テムなり, そういう雇用の慣行を前提にしたまま, 議

論を進められるのかという問題も出てきます｡ この白

書も問題提起はしたけれども, そこの問題について十

分な踏み込みができているのか改めて問いたいと言わ

れると, なるほど, それはそうなのかなと思いますけ

れども, 長期雇用の意義を踏まえないと議論が迷走し

てしまうという面もあると思います｡

永瀬 たとえば一定期間雇われたら期間の定めのな

い契約に移行するというような決まりをつくれば, 企

業側も, この長期雇用の可能性を考えて, もっと訓練

を実施するようになるのではないでしょうか｡ 日本の

企業内訓練が優れているというのはそのとおりだと思

いますので, 職場の教育訓練を非正規に拡大するイン

センティブを経営者側に持たせるような法的な変化も

必要だと思います｡

同時に, 若い人で, お金の問題で学校に行けない者

には, 日本の高等教育の公費負担割合は非常に低いで

すし, せめて 1～2 年, しっかり働いたら, 公的な助

成金を一部補助としてもらい訓練を受けられるように

するというのはどうでしょう｡ 専門学校, 私的な施設,

あるいは企業でもよいのかもしれません｡

石水 これは労働行政の範囲に関する議論になるの

でしょうか｡ 労働行政というのはいわば労使関係行政

ですから, 労使関係の視野の中にどれくらいおさまっ

てくるか, ということですね｡ 雇用保険でということ

をおっしゃいましたが, 政策の財源的基盤も同じ話で

しょう｡

その場合に, 果たして ｢ワーキング・プア｣ のよう

な問題を, 政策手法も含めて労働行政なり, 労使関係

行政の中に入れ込んで, 主体的にやっていくことがで

きるかどうかということについては大いに悩みがあり

ます｡ 労使関係行政は, 労使双方の意見を聞きながら,

よい政策体系をつくっていくことかと思うのですが,

その労使関係の中に入ってくる前の人々への対応, こ

れはかなり, 一般性, 社会性がありますし, 財源的な

面でも, 政策ツールの観点からも, いろいろ議論があ

るところではないかと思います｡ 要するに貧困問題を

労使関係行政の視野から, どういうふうにおさめてい

くかということだと思いますし, 政府横断的に ｢成長

力底上げ戦略｣ に取り組み始めたりもしておりますが,

難しいですね｡

武石 社会保障政策に任せるという議論もあるので

しょう｡ 永瀬先生がおっしゃるように, 金銭的に支援

するというと, どこの財源から出すかというのは難し
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い問題になるかもしれません｡ ただ専門学校に行きた

いとか, 資格をとりたいという人は, 金銭的な支援で

対応できると思います｡ それよりも日々の生活に追わ

れて, 十分な職業教育も受けておらず, そこまでたど

り着いていない, 自分のキャリア形成を考える余裕の

ない人たちにどういう支援をするかという問題がある

と思います｡ 労働政策においても, 自分のキャリアを

考えさせる情報を提供する, 安定したキャリアまでの

道筋を自分で切り開くことを支援することを視野に入

れてよいのではないでしょうか｡ そうした活動をして

いる NPO もあるわけですが, 民間の機関にゆだねて

いるだけで果たしていいのかなという気はします｡

石水 雇用保険での対応を意識すると, そういう人

たちの労働者性はどう考えますか｡

武石 でも, 請負のように, かつての日雇いのよう

な形態で働いている人たちはおそらくそういう保障か

ら全部, 外れてしまっていますよね｡ 雇用保険から抜

け落ちている人もいるでしょう｡

＊社会保障制度の今後の可能性

永瀬 日本の公的な安全ネットの仕組みは, 若年に

対してとても手薄だと感じています｡ 公的年金は, 基

本的には長期に加入し老齢になってからはじめて給付

が出る｡ たとえばイギリスの公的年金にあたるナショ

ナルインシュアランスは, 日本の育児休業給付にあた

る出産給付も行いますし, 失業給付も行います｡ だか

ら若い世代も, 加入するインセンティブが高い｡ また

白書 173 頁にイギリスの出産への公的配慮が紹介され

ていますが, 社会保険でカバーされない人にはさらに

税財源から出産手当が出ますから, 働いていた人のほ

とんどが日本の育児休業給付にあたる給付を受けられ

る｡ ところが日本では, 非正社員や仕事をやめる人に

は, そもそも雇用保険に入っていても給付が出ない仕

組みになっています｡ ワーキング・プア支援も含め,

若年に届く支援は少ないですよね｡

武石 たとえばフリーターで社会保険に加入してい

なければ, 何の給付もないわけです｡

石水 今おっしゃっておられるのは, 仕事はしたい

ということで求職活動をするような人たちですね｡ こ

ういう, 今までの職業経験が乏しい人たちに対して,

十分, 政策的な手当てができるようにしなければいけ

ないと｡

武石 今, 働いていても, たとえば請負のような形

態で, 単純労働に従事している人の問題は大きいので

はないでしょうか｡

石水 それはそうですね｡

永瀬 そういう人を雇う企業は, 制度上一番得しま

すね｡ 雇用保険も被用者年金保険も事業主負担を払わ

なくていいと｡ その上に, 契約期間が最初から短いか

ら, 簡単に契約を終了できる｡ そういう社会的な不安

定さを大きく助長する行為をしている企業が, 安心の

仕組みである社会保険のコストを逃れているというの

はおかしくはないでしょうか｡

石水 何らかの仕組みをつくるべきだと｡

永瀬 例えば, アメリカの雇用保険は, 事業主負担

のみです｡ そして失業をたくさん生んでいるかどうか

に応じて州ごとに事業主の雇用保険料率が上下する仕

組みだったかと思います｡ アメリカ型労働市場は, 不

安定な雇用者がいるのを前提に, (自主退職には給付

が出ないが) 仕事を失った人には, 多くはないけれど

も企業側のみが拠出責任を負っている失業給付を必ず

出すという安心の仕組みを持っています｡ 日本の雇用

保険はドイツにかなり近くて, 長期雇用を前提とし,

労使それぞれが保険料負担をする形です｡ 安定的な雇

用者が失業した場合に貧困に陥らないようにする, と

いう発想で, 不安定雇用への視点が薄いのです｡ しか

しこれだけ非正規が拡大していく中で, 今のあり方で

いいのかどうか｡ 雇用保険に入っていない人たちが,

実は一番脆弱な人ですよね｡ 日本では引き続き 1年以

上雇用されることというのが失業保険加入の条件です

から, 最も不安定な雇用者たちが, 合法的に安全ネッ

トから外れてしまっている｡ 昔は, 景気もよかったか

ら, 労働行政としては, 正社員化を進める方向に力を

入れていたのだと思いますが, 非正社員がなくなると

いう未来はありえないだろうという時代に来ています｡

社会全体の安全ネットとして, 非正社員も正当な労働

市場のメンバーとして, もう一度, 雇用保険等, 安心

の仕組みを考え直す必要が出ているのではないかと思

います｡ 不安定雇用者, 特に若い人に対する何らかの

社会的な安全ネットのコストを企業が負担するべきと

思います｡

石水 労働者性があれば雇用保険を適用しないとい

けないという基本的な考えは行政の底流にあると思う

のですが, おそらくそこでネックになってくるのは 2

つあって, 1 つは, 適用する手続の難しさや, 保険料

納付のための行政コスト, そういうこととのバランス
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で考えなければいけないという論点が一つと, もう一

つは, 雇用保険というのは, あくまで失業給付が基本

になっていますから, 失業給付を運営するときに, 失

業の認定がうまくできるのか｡ そういうこととのバラ

ンスを見ながら雇用保険制度というものを考えていか

ないといけないというのが, 今までの雇用保険制度の

考え方にあったと思うのですが, 先生のお考えの中に

は, 必ずしも所得保障の失業給付でなくてもよいとい

う考えがあるのではないですか｡ 例えば, 何らかの形

の能力形成支援とか｡

永瀬 非正規を雇う企業が, 不安定雇用を利用する

コストを負担するという形ですね｡

石水 雇用税みたいなものでしょうか｡

武石 社会保険の負担などは, きちんと行っていく

べきです｡ 社会保険の対象拡大に対して, 非正規社員

を多く雇用する業界からは強い反発があるわけですが｡

石水 社会保険の適用もきちんと考えないといけな

いですね｡

武石 そうですね｡ そこを逃れられるところで, う

まく使ってしまっている｡ 人材育成を考えなくても回っ

ていく業界は, どうしてもそうなってしまうと思うの

です｡

永瀬 また国の制度上の不整合もあります｡ 主婦パー

トは, 雇用保険には入る人も多いのですが, 年金保険

は第 3号被保険者という恩典があるからこれには入ら

ない範囲で働きたいと自ら調整する構造もあります｡

一方, 若い非正規雇用者は短期雇用のため, 社会保険

の安全ネットそのものから外れがち｡ また社会保障給

付も高齢者に偏っている｡ 社会的安全ネットの拡充が

必要な, 若い不安定雇用の人たちは, 親がカバーして

あげるしか支援がないのです｡ 社会的連帯に含まれて

いない事態をどう見るのかということです｡

石水 今の場合はワーキング・プアという形で, 少

なくとも働いている人というのをおっしゃっているの

でしょうか？

永瀬 ニート？

石水 ニートに関する政策論議だと, また, 政策検

討の風景は変わってきます｡

永瀬 そうですね｡ まずは入口でつまずかないよう

な就職支援, キャリア支援は重要と思います｡ またいっ

たん社会とのつながりが希薄になった若者の問題は,

�遠かもしれませんが, ワークライフバランスがとれ

る働き方を広げ, 企業社会以外の集まりや場が, 高齢

者と主婦だけでなく, 男性も参加できるような場とし

ていくことが大事なのかもしれません｡ 核家族化が進

み, プライバシーが重視され, お父さんは長時間労働,

家族が孤立し, 家族内も個別化している｡ 連帯や地域

再生があれば, 家庭の中に取り残された無業者が社会

に戻りやすくなる｡ ワークライフバランスがとれる働

き方, あるいはやり直しができる働き方をつくること

がこの面からも重要と思ったりします｡

司会 第 2章についてかなりご議論をいただきまし

た｡ 続いて第 3章に入りたいと思います｡

Ⅳ 変化する雇用システムと今後の課題

石水 では白書第 3章の説明に入りたいと思います｡

第 3章は, ワークライフバランスというキーワード

をもとに日本の分配問題を改めて考えてみようという

問題提起をしています｡ 184 頁第 3-(1)-2 図をみると,

マクロの労働生産性が伸びれば, 賃金を上げることが

できることがわかります｡ ですから, 1960 年代の高

度経済成長期は非常に大きな賃金の上昇が見られるわ

けです｡ それから, 生産性の上昇は労働時間の短縮に

配分することもできる｡ 60 年代, 70 年代は賃金の上

昇が大変大きいわけですが, 日本人の働きすぎ論争が

起こってくると｡ 1988 年に労働基準法の抜本改正が

あり, 1980 年代の末から 90 年代にかけて, 完全週休

2日制によって, 日本の労働時間がぐっと減ってきま

す｡ ですから, 労働時間の短縮分が 90 年代に高くな

り, 労働生産性の上昇はほとんどが労働時間の短縮に

よって配分されていくという形になっていくわけです｡

＊日本型雇用システムの変化と労働関係の個別化

このように振り返ってみますと, 日本人は集団的な

労働条件形成は非常に得意です｡ みんなで一緒に賃金

が上がる, あるいは, 一緒に休むというところは非常

に得意で, そういう原理で労働生産性上昇率を労働側

へ引っ張ってきているわけです｡ ところが, 90 年代

の半ばから, 人材マネジメントの強化と大きくかかわ

りがあるわけですが, 労働関係の個別化が進んできて,

一人ひとりに応じて労働条件が形成されていくという

世の中になってくると, 2000 年代になって労働生産

性は上昇していますが, ほとんど分配されていないと

いう状況です｡ したがって, 労働関係が個別化してい

く時代に, われわれはどのような分配の原理を持たな
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くてはならないのか｡ これが問題点として出てくるだ

ろうということで, 白書で取り上げました｡

ポイントとしては, 白書の第 2章で展開した長時間

労働の問題, 正社員の長時間労働の問題ですが, これ

に加えて, 今も議論に出ていますように, 正規, 非正

規の賃金格差もあります｡ 『賃金構造基本統計調査』

を基に推計をした 217 頁の第 3-(2)-13 図で, 正社員

の賃金カーブとそれ以外の賃金カーブを見てみると,

40 代, 50 代ではかなり大きな格差があります｡ この

格差の要因を分析してみると, 勤続の評価要因は, 企

業が勤続年数の長さを評価しているということです｡

ですから, 正社員のほうが長く勤めた場合に, より賃

金が上がるということになっています｡ また長期勤続

重視の賃金構造があるわけですから, 正社員の人は当

然, 長期勤続者が多くなるということで, 長期勤続者

の構成要因によって賃金がぐっと引き上げられてくる

と｡ このようなことを踏まえると, 男女の格差, ある

いは学歴の格差なりをとらえて対応していくというの

は, ある意味, 相対的には簡単なことなのかもしれま

せんが, 日本の正社員, 非正社員の賃金格差の原因を

さぐってみると, それは基本的には長期勤続を重視す

るという雇用慣行があって, それに根ざしているとこ

ろのものが非常に大きい｡ したがって, 正社員, 非正

社員の賃金格差の問題を考えていく場合には, 採用,

配置, 育成, そういったところまで踏み込んで議論し

ていかないと, この問題について答えが出てこないと

いうことが, このグラフからわかります｡

＊一人ひとりの働き方に応じた成果配分

現状, この大きな問題を横に置いたまま, 就業形態

の違いは人件費抑制の手段として使われているという

ことを 295 頁の付表 3-(2)-3 表で示しています｡ 賃金

の伸びが抑制されているという話をしてきましたが,

1 人当たりの雇用者報酬, これは SNA のマクロベー

スのデータですが, 賃金と読みかえて見ていただいて

も結構で, 大体同じぐらいの数字の大きさになってい

ます｡ 2000～2004 年については, 1 人当たりの賃金

はマイナス 1.1％の減少です｡ このマイナス 1.1％の

減少について, 例えばパートの賃金がどうなったのか,

正社員の賃金がどうなったのか｡ それぞれの就業形態

の中で見れば賃金は下がっていません｡ しかし, 就業

形態の構成変化要因, つまり正社員の割合が下がって

くるということで, この構成変化要因によって, 2000

年代前半の賃金の低下はほとんど説明されてしまうと

いう推計結果になります｡ したがって, これを分配率

ベースに置きかえれば, 昨今の分配率の低下は, ほと

んど就業形態の構成変化要因で説明できてしまうとい

うことです｡ 足下でも, この就業形態の構成変化要因

についてはマイナス 0.7％の減少効果を持っています

から, 日本の賃金の伸びが鈍化しているということに

対して, かなり大きな影響を今でも持ち続けています｡

求められる一人ひとりの働き方に応じた成果配分とい

うことですが, 正規, 非正規の賃金格差の中で, この

非正規の労働条件の形成をどういうふうにしていくの

か｡ あるいは今まで論じてきましたように, 正規労働

者の長時間労働をどのように考えていくのか｡ そもそ

も就業する際に, 正規で職場に入れないという問題も

ある｡ この問題はワークライフバランスの実現, 仕事

と生活の調和に向けて対応するという方向のもとで,

成果配分のあり方を今までの一律的なものから一人ひ

とりの働き方に応じたものへ見直し, その中できめ細

かく対応していかなければいけないのではないかと問

題提起をしています｡

＊仕事と生活の調和の社会的意義

最後のまとめになりますが, 経済成長の成果によっ

て, 一定の豊かさに到達した今日, 一人ひとりの労働

者が抱える課題は多様であり, 個別化しています｡ 労

働者の間にさまざまな働き方が広がる中で, ある者に

とっては労働時間の短縮が課題となり, また均衡処遇

を通じて処遇の改善を望む非正規雇用者もいるし, さ

らには正規雇用への就職を期待する若者もいるわけで

す｡ ワークライフバランスを図り, 一人ひとりの働き

方に応じた成果配分を実現することが重要で, 白書で

は雇用システムの中に仕事と生活の調和に役立つさま

ざまな制度を育て定着させ, 労働者がそれを積極的に

活用することができる環境を整備することによって,

わが国の経済循環において労働者への分配を強化する

ことが大切だろうとしています｡

また, 仕事と生活の調和が持つ 3つの社会的意義に

ついてまとめています｡ 第 1に, 仕事と生活の調和は,

就業率の向上と高い労働生産性を実現することができ

る｡ 仕事と生活の調和は, 人口減少社会における労働

力供給制約に対し, より多くの就業参加を実現するこ

とで, 就業率の向上と労働力の確保に役立ち, 効率的

な仕事の推進を通じて労働者の意欲を引き出しながら,
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高い労働生産性を実現するものだと｡ これらは活発な

企業活動と着実な経済成長にも大きく貢献するのだと

いうことで, これは単に労働者の望みをかなえるとい

うだけではなくて, 企業, 経済全体にとって大きな役

割を果たすと｡

第 2に, バランスのとれた経済循環の実現｡ 仕事と

生活の調和は生産, 分配, 支出へとつながる一国の経

済循環を人口減少のもとでも円滑に展開させることに

役立つ｡ 仕事と生活の調和によって, 労働供給の制約

が克服され, 労働者への分配がより厚くなり, 勤労者

生活が充実し, 消費支出と内需中心の経済成長の実現

によって, 過度に輸出に依存することがない安定した

バランスのとれた経済循環が達成できるものだとして

います｡

第 3に, 人口減少時代の安定の達成ということで,

社会の活動は決して経済活動だけではないわけですが,

その社会的な活動の広がりを特に強調しています｡ 仕

事と生活の調和は, 経済活動の前提であるわが国社会

の基盤を養い, 安定させるもので, 男女のバランスの

とれた就業参加を通じて, 結婚や子どもを持つことに

対する希望の実現に役立つことが期待でき, また労働

者の自由時間の増大によって地域社会の諸活動におけ

る担い手も増え, 家庭や地域といった社会的な基盤を

確固たるものとし, 人口減少時代の社会の安定に役立

つものである, としています｡

ワークライフバランスは, このような非常に重要な

社会的意義を持っておりますので, この意義を再確認

しながら, 労働政策の展開を通じて, ワークライフバ

ランスを実現することが大切ではないかとまとめてい

るのが, 今年の白書ということになります｡

司会 どうもありがとうございました｡ 第 3章につ

いては, 特に成果配分や, ワークライフバランスとの

関連でその意義をどう考えるかというのが石水調査官

より提案されたと思いますので, そこあたりを一つポ

イントにディスカッションを深めていただきたいと思

います｡

では, 永瀬先生いかがでしょうか｡

＊夫婦がともに働ける社会システムづくり

永瀬 先ほど調査官が, 長期雇用を重視するのが日

本にとって非常に重要だという視点が今でも大きいと

おっしゃいました｡ しかし一方で, 成果主義で 40 代

以降に大きな賃金格差をつけざるをえない状況があり

ます｡ そうとなれば, どうしても 30 代から競争が激

化して, 長時間労働になる｡ また今は女性の 7割は第

1 子出産でいったん無業となり, 再就職しても低賃金

のため, 男性ひとりの肩に家計がかかる場合が多い｡

転職するよりも同じ会社に残るほうが賃金が高そうで

あり, しかも 40 代になると賃金格差がつくのを目の

当たりにしたら, やはりどうしても 30 代, 40 代は否

応もなく働いてしまう｡ 結果として, うつ病が増える

といった問題も起きている｡ つまり働きすぎをストッ

プできるようなインセンティブ構造になっているかと

いうと, なっていないのではないかと思うのです｡ あ

る意味では雇用システムの当然の帰結の部分でもある

のではないかと｡

つまり, 長期雇用を大事にする視点は必要とは思う

のですが, ワークライフバランスを実現するためには,

夫の収入が多少下がっても, 妻の収入があれば家計は

どうにか回っていくような状況を家庭生活も視野に入

れて考えていく必要があるのではないかと｡ 妻が家計

の半分とは言わなくても, 4 割ぐらいは担えることを

可能にするための社会システムづくりができれば, そ

れは非常に大きな転換だろうと思うのです｡ 日本は転

換をしないまま, ここまで来てしまった｡ ただ, ここ

で今, 大きな曲がり角に来ているという問題意識は白

書に強く出ていると思います｡ 妻も家計を担う社会と

いうのを想定したときに, 正規・非正規の問題として

考えることもありますし, また出産した人に対しては

幅広く育児休業給付や, 仕事への復帰を社会的に担保

するなど, そういう方向に踏み出すことが重要なのか

なと思います｡

白書にも出ているように, イギリスではかなり大き

い政策の拡充をしています｡ 繰り返しになりますが,

雇用保険からだけでなく, 雇用保険に入っていない人

も一定の条件を満たす人は税財源から育児給付を出す

のです｡ またイギリスもパートと正社員の格差は意外

と大きな国なのですが, EU 指令もあって, それを縮

小するような法律があります｡ パートとフルタイムの

格差を縮小する法律と同時に, 妻も働ける社会へのルー

ルの拡充をすることで, 新しい方向に踏み出せるので

はないかなと思うのです｡ 少子高齢化社会, 非正社員

が必ず一定程度いるだろう社会を前提として, 転換の

方向について, 政労使で合意形成をし, 大きな旗振り

をして欲しいと思います｡

石水 それについて今の政策現場の雰囲気は, やは
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り労使とも長期雇用のメリットを中心に置きながら考

えていきたいという傾向は強いのではないでしょうか｡

特に今後の産業構造高度化を見通すと, 企業としても

労働者の能力アップを通じて, 柔軟に産業構造転換に

対応していくことが得策であり, それは企業の中で培

われた柔軟な職務能力を持っている人でないと, なか

なか難しいという認識があるのだと思います｡

また, 1990 年代の半ばぐらいから, 日本的雇用慣

行については, かなりはっきりしたデータの動きが出

てきて, つまり長期雇用とか, 年功賃金は 70 年代,

80 年代を通じて見直されるかのような動きが出てい

たわけですが, それがかなりとまりました｡ ここにつ

いては雇用流動化論の立場に立てば, 現状を改めるべ

きと考えるでしょうし, 日本型雇用システムの再評価

ということで考える論者もいると思います｡ 白書のス

タンスは, 日本型雇用システムは, 変わってきている

が, それは長期雇用を掘り崩すということではないと

強く言っているわけです｡ つまり労働関係の個別化を

通じて, 一人ひとりの賃金形成に向かうような動きは

間違いなく出てきていると｡ 白書が言っているのは,

であれば, 能力評価システムを一部の労働者だけでは

なくて, できるだけ多くの労働者に適用していくこと

によって……｡

永瀬 非正社員も……｡

石水 そうです｡ より多くの労働者に対して, 一人

ひとりをきちんと評価する仕組みを, 企業として持て

るようであれば, そうしていけばいいじゃないかと｡

そうしますと, 必ずしも長期雇用と労働移動の問題と

いうのは対立しない｡ これは 18 年版の白書にも書い

てあるのですが, 現実に転職者の賃金の格付けは, か

つてに比べてかなりよくなってきているわけです｡

永瀬 非正規から正規はどうですか｡

石水 今のところ非正規から正規への労働移動は,

あまり進んでいない｡ しかし, 非正規の賃金の格付け

は着実に改善していると思います｡ 今後は, 一人ひと

りの仕事自体を見つめていくことが大切なのではない

でしょうか｡ そして, そのことが進展していけば, 先

生方が, 先ほどからずっと論じておられるように, そ

れは正規とか, 非正規とかという言葉を使わずに, 一

人ひとりが十分に社会の中で評価される, ということ

を展望できるように思うのです｡

永瀬 長期雇用が重視されているという雰囲気は私

もわかりますし, そこを踏まえなくてはいけないのだ

ろうと思いますが, そうすると, そこを踏まえた上で,

非正規に対してはどういうことをお考えですか｡

石水 同じような職務を実施していたりとか, 職業

能力も同様に評価できるようなものがあるとすれば,

評価システムが一人ひとりの労働者をきちんと評価す

るものに向かってきているわけですから, そういう評

価システムは正規, 非正規の区別なく適用されて, 結

果として非正規の人たちの処遇が改善していくという

ような方向が私は望まれるのではないかと｡ 今, 成果

主義に対して一種の揺り戻しがきていますが, それは

むしろ, 昔に揺り戻すのではなくて, 90 年代を通じ

て, 一人ひとりをきちんと評価するのだと取り組んで

きたものは進めていかないといけない｡ ひるまずに進

めていかなければいけないというメッセージを出し続

けていかないといけないのではないかなと私自身は思っ

ています｡

永瀬 では, 非正社員も入れることを条件にという

ことですね｡

石水 はい｡

永瀬 非正規と正規を同じ処遇にするといったとき

に, 今の学説や通達などでは, 例えば配置転換, 残業

の有無, 採用手続といったものが全く同じだとしてい

ると思います｡ でもそうだとすれば, 非正規で働くと

いうインセンティブは何なのかわかりませんよね｡ 例

えば短時間働きたいとかいったような理由があって非

正規を選択しているとすれば, 何もかも正規と同じで

なければ同じではないというのではいかがでしょう｡

これは今でも学説の中心でしょうか｡

石水 まだそうした流れが大きいと思います｡ です

が, やはり現実が変わってくると私は見ています｡

永瀬 変われないですね｡

石水 いえ, 正社員のほうを見た場合に, 正社員の

中でも同じ正社員という看板を背負っているから同じ

かというと, 明らかに格差が広がってきている｡ それ

は正社員の中も格付けをせざるをえない｡ あるいは正

社員の能力もシビアに見ざるをえないという状況があっ

て, その経験を通じて, 少なくとも企業は建前かもし

れませんが, 一人ひとりの能力評価を厳正に行わなけ

ればいけないという企業風土が出来てきているわけで

す｡ それは非正社員にとってはメリットとして活用し

ていかないといけないのではないかと｡

永瀬 私が変われないと言った理由は, 正社員は非

常にコミットが高い働き方になっているので, 夫婦そ
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ろって同じように正社員として働いていたら, 家庭も

子どもの教育も崩壊してしまう｡ だから, 変われない

と｡ 評価システム上, 変われないのではなくて, 家庭

のことを考えた場合に, 夫婦が二人そろって正社員と

して成果主義で働こうというのは, よほどの覚悟があ

るか, 親族の手伝いがあるとか, 特別な人しかできな

い｡ そうした状況があるので変われないと｡ ですから,

ワークライフバランスというのであれば, もう少し家

庭のことも考えていただいて, やはり正社員と非正社

員の今のあり方そのものをもう少し法律のあり方から

含めて考え直さないと難しいのではないかなと｡

司会 武石先生, いかがでしょうか｡

＊ワークライフバランスと成果主義

武石 成果主義の話で言うと, 企業の方も成果主義

が今のままでいいとは思っていないというデータがあ

りましたよね｡ つまり, 成果主義自体が悪いのではな

くて, 運用の問題なのだと思うのです｡ 働く人がみん

な成果を出して昇進したいと思っていれば全員が成果

を上げるために働くわけです｡ ただ, 多様なワークラ

イフバランスを実現するには, ある一時期, 仕事より

もそれ以外の生活を重視して, 成果を多少諦めても,

また別の時期に頑張れる, そういうことができればい

いのだと思います｡ 成果主義自体の問題というよりは

成果主義の運用が非常に硬直的で, どこかで評価が低

くなると, それが継続して昇進に響いてしまうという

ように, 何かリスキーな成果主義なのかなという気が

します｡ どこかで挽回ができる, というのが本来の成

果主義であり, それが実現すればワークライフバラン

スが可能になるのでしょう｡

それから, 第 2章と第 3章のデータを見ながらデー

タの解釈で気になった点がありますので, ご教示いた

だきたいと思います｡ まず, 104 頁と 105 頁で標準労

働者の賃金格差が, 同じ年齢でも格差が開いていると

いうのがありますが, 211 頁では, 一般労働者の賃金

格差が 04 年の平均までは格差が縮んで, 最後にまた

05～06 年で格差が開いている｡ これは本文では

05～06 年の分散が大きくなったところをもって格差

が開いていると指摘しているのですが, 標準労働者と

一般労働者だから違うのか, それとも, この辺の賃金

格差の背景を労働関係の個別化として解釈していいの

かという疑問を持ちましたので教えていただきたいと

思います｡

また, 第 2章の 113 頁のところで, 賃金制度の変化

に関して, 従業員の意識においても, 賃金決定基準と

して適当と考える要素は, 勤続よりも, 成果とか, 職

務内容というのが上位に挙がっています｡ 一方で第 3

章の 224 頁, 225 頁を見ると, 従業員の意識において,

長期雇用はもちろんですが, 年功賃金制をよい制度と

考える者の割合が, 99 年から 04 年にかけて増えてい

るのです｡ 第 2章と第 3章で使っているデータで示し

ている現状に一貫性がないような気がします｡

石水 データの話で, 後者の議論は解釈の問題だと

思うのですが, 前者の問題は, 完全に数字の問題です｡

格差の動きについて男女で見るとかなり違いがありま

す｡ 104 頁, 105 頁の標準労働者の賃金格差の分析は,

高学歴者ほど, 壮年層で格差が拡大している, あるい

はホワイトカラー層ほど, 格差が拡大しているという

グラフで, 大卒ホワイトカラーの世界に成果主義が拡

大してきているという議論ですが, これは男性労働者

についてです｡ 男性労働者だと, これはかなりはっき

り出るのです｡ 格差もはっきり出る｡ 一般労働者でも,

これに近い数字が出てきます｡ 211 頁のほうは, これ

は男女計での分析ですので, 企業の雇用管理を越えて,

男女を入れて社会全体としても, 2000 年代半ばぐら

いから格差の拡大というのははっきり出ていますよと

いうことを言おうとして載せたものです｡ ですから,

労働関係の個別化に伴って格差が拡大しているという

部分については, むしろ 104 頁, 105 頁のところに基

づいて議論を展開しないといけないと｡ そこの書き分

けが十分できていなかったのかなと反省します｡

それから, 224 頁以降で出てくる JILPT の調査結

果ですが, これは年功賃金とか, 長期雇用という形で,

いわばかなり象徴的な聞き方をしていますので, そこ

が結果が違うところなのかなと｡ 間違いなく他の調査

で見ても, 113 頁にあるように, 成果に応じて評価し

てもらいたいと｡ あるいは職務の難しさなり, 一人ひ

とりが抱えている状況に応じて賃金を決めてほしいと

いうのは, これは色々な形で出ていますので, これが

日本社会で評価をめぐって進展している太い道筋だと,

まず言うべきかと思います｡ そういう意味からいくと,

224 頁以降の分析については, 90 年代を通じて出てき

た日本型雇用システムに対する批判が, 少し最近はトー

ンが和らいでいるという程度の意味しか持ちえないの

かもしれません｡

あと, 理屈を言えば, 年功賃金カーブが維持されて
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いることについて, 成果主義が強まっている中でも年

功賃金カーブが維持されているわけですので, 業績・

成果主義は大切だけれど, しかし, 年長者がきちんと

尊敬されるように処遇なり, 人材育成の面で, 労働者

がちゃんと育っていけるようなことも含めて, 日本的

雇用慣行が大切だという世の中の雰囲気を示している

データということで 224 頁のデータを見ることができ

るかもしれないと思います｡

武石 ありがとうございます｡ 次に, 労働関係の個

別化についてですが, これがワークライフバランスと

親和的であるというのは, 大きく見ればそうだろうと

思います｡ やはり一人ひとりの仕事の責任とか, それ

に対する働きに応じた処遇が徹底していけば, 正規だ

ろうが, 非正規だろうが, 処遇がそれなりに決まって

いくということは重要な点だと思うのです｡ ただ, 永

瀬先生がご懸念のように, 今の成果主義というのがワー

クライフバランスという視点から見てどう評価される

のだろうかということです｡ 分析結果を見る限り, そ

こはあまり明快な指摘はなかったように思いました｡

ワークライフバランスと親和的な人事システムという

のはどういう制度なのだろうか, ということについて

はもう少し分析があるとよかったと思っています｡

また, これも先ほど永瀬先生がおっしゃったのです

が, 第 2章, 第 3章は, 正規, 非正規の問題を書いて

いるところと, 正規だけで議論している部分とが混在

しています｡ 長期継続雇用とか, 成果主義とか, 労働

関係の個別化というのは, 基本的には正社員のデータ

で分析が進められており, そこの議論からは非正規の

人たちがデータからは除かれています｡ 白書全体とし

て, 正規, 非正規の問題について非常に強い認識を持

たれていることはよくわかるのですが, 正規の議論し

かしていない部分も多く, それでは, 非正規はどうな

のだろうと疑問に思うところがいくつかあったので,

そこをもう少しいろいろ教えていただけるとよかった

かなというのが白書に対する希望です｡

それから, ワークライフバランスが非常に多様性に

富むということは, まとめのところでも書いてあるの

ですが, 白書ではワークライフバランスをどのように

とらえているかという明快な概念がきちんと書かれて

はいないという印象を持ちました｡ 長時間労働が問題

である, 個別化が重要であるということはきちんと分

析がなされているのですが, ワークライフバランスと

はどのような社会か, ということが十分伝わってきま

せんでした｡ 私なりに考えると, 個々人にとっての

｢バランス｣ が多様であるということだと思うのです｡

つまり, 長時間労働が一方的に悪いわけではなくて,

ある時期, 長時間労働でもバランスがとれていると思っ

ている人たちもいるわけで, 重要なのは希望と現実の

ギャップなのかなと｡ そうすると, これはデータの制

約上とても難しいのですが, 一律に平均値がこうだか

らこうすべき, という議論の仕方はワークライフバラ

ンスの現状分析にはなじまなくて, こうありたいと思

う生活と現実はこう違っているというアプローチが必

要になる｡ ではこのギャップを埋めるために何が必要

かという議論が本来は求められるのだと思うのです｡

ただ, 今まで, そういうデータのとり方はあまりして

こなかったと思うので, 分析上の制約はよく理解でき

るのですが, これからのワークライフバランスの議論

の中では, そういうことがとても重要ではないかなと

思うのです｡

それを一番感じたのは, 第 2章の労働時間別に満足,

不満足の分析をしている部分で, 実は労働時間が短い

から満足が多いというわけではないわけです｡ 満足が

高いのは週 40～50 時間ぐらい働いている層なのです

よね｡

石水 ええ｡ Ｕ字型みたいになっている｡

武石 そうなのです｡ ですから, もっと働きたいの

に働けない人たちへの目配りというのも必要ではない

かと｡

石水 そういう意味でのバランスの大切さというの

はありますね｡

武石 したがって, 白書でも ｢労働関係の個別化｣

ということで指摘しているように, 一律にこっちの方

向に行こうというような集団的な労働条件の考え方で,

労働時間を短くしようとか, 賃金を上げようとか, そ

ういう労働条件の決め方がワークライフバランスの議

論では役に立たなくなってくるわけです｡ 働くニーズ

の多様化を分析するためのデータ整備も必要なのでは

ないでしょうか｡

それからもう一つ, 白書ではあまり触れられていな

いのですが, ワークライフバランスについては勤務場

所, 転勤の問題というのはやはりとても重要だと思い

ます｡

石水 白書では確かにそこまで言っていませんね｡

武石 夫の転勤で仕事をやめてしまう女性はたくさ

んいるので, そういう勤務地, 特に転勤の問題という
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のも今後分析していただけることも希望します｡

＊多様化と格差拡大

石水 ご指摘をいただいた点はまさにおっしゃると

おりなので, 今後努力したいと思います｡ ありがとう

ございました｡

それから, 多様化の問題について, 武石先生は, 冒

頭からお話しされていらっしゃいますが, 多様化が進

んでいく中で格差の問題が避けられなくなってくるだ

ろうと｡ これを白書の中でどういうふうに考えていく

か｡ 今後の政策展開の方向にとっても重要なことでは

ないかと｡ 去年の白書は格差の問題を取り扱っている

のですが, 基本的には多様化に対応していく中で格差

の拡大はやむをえないものがあるというのは, これは

はっきり言っています｡

格差が拡大していくと困るとみんな思っていて, そ

れで議論が起こっていると思うのですが, しかし, 私

たち一人ひとりが多様な働き方を求める中で, 必然的

に出てくる問題でもあります｡ そして, それを社会政

策なり, 公共政策なりの分野で真っ正面から議論しな

いといけない時代が来たということは, はっきり言っ

ていかないと, ほんとうの意味での議論は進まないだ

ろうという認識は持っています｡ 格差問題に対する行

政のスタンスはありますが, それとのバランスをとり

ながら, 白書としては, やれるだけ, 書けるだけのこ

とを書いてきたつもりです｡

格差の拡大は, やはり見て見ぬふりをするというわ

けにはいきません｡ 成果主義をはじめとした評価シス

テムの改善を前提としながら, しかし, 能力がなけれ

ば格差がついていくのが当たり前だとなると労働者に

救いがなくなりますので, 能力形成を通じて格差の是

正を図っていく, つまり評価システムは強化しながら

能力形成の中で解決していく必要があります｡ �遠な

やり方ではありますが, そういう方向が現代において

は避けられないことだろうと思います｡ 武石先生に,

今日, 冒頭からご指摘いただいている非正規の育成の

問題についても, これとの兼ね合いで政策論議の根本

にかかわるものだと思います｡

武石 短時間勤務を選ぶとか, 勤務地限定を選ぶと

いうときに, 処遇は, そうではない人たちと違ってい

いのか｡ 処遇が異なるとすれば, そこも含めて働き方

を選ぶとはどういうことなのかということです｡ 今,

世の中には, ワークライフバランスは働く人にとって

バラ色という認識があるのですが, 実は働く人にとっ

て, どういうふうに自分の生活設計をするかとか, あ

る程度違いを受け入れなければならないということに

も目配りをしなくてはいけない｡

石水 厳しさはありますね｡

武石 そうです｡ 白書でもある意味格差につながる

部分があるという, そこをきちんと出していくべきか

なと｡

石水 18 年版白書では格差問題を論じていました

ので, 18 年版の結論もあわせて, そこを立体的に描

き出しておく必要があったかもしれません｡

武石 ありがとうございます｡

司会 立道さん, 特に最初に問題にされた格差, 評

価システム, いろいろありましたが, いかがでしょう

か｡

＊ワークライフバランスと日本の雇用システム

立道 労働分配率やワークライフバランスの他にも

いろいろな問題が生じています｡ そうした問題をいか

に解決するかというときに, 社会横断的に政策で一律

に解決しようというのは多少無理があるのではないで

しょうか｡ やはり企業単位で, 問題解決を個々に図っ

ていこうという動きは非常に大事だと思います｡ とこ

ろが, 今, 企業の中において, 経営側が大きな権限を

持ち, 株主の発言力が増す中で, 労働者の発言は非常

に弱められている｡ 労働組合組織率は 20％を切って

いますし, 仮に労働者の代表が経営に参画したとして

も, その代表が経営をチェックできる能力があるのか

どうかという問題もあると思います｡ ドイツのように

共同決定の仕組みをつくるとかいうのは極端な考え方

だとしても, 例えばワークライフバランスを考える場

合に, 労働者も含めて株主, 経営者が, わが社におけ

るワークライフバランスは何か, どうすればワークラ

イフバランスが実現できるかを真剣に議論する場をつ

くることが必要でしょう｡ そうした目標を個々の企業

が掲げ, 個々の企業単位の努力が積み重ねられた時に,

日本の社会全体として, おそらくワークライフバラン

スというものが実現するのではないかと思います｡

もう 1点, 長期雇用とワークライフバランスの問題

について考える上で, サブプライムローンの問題が大

きな示唆を与えると考えます｡ 具体的にどういうこと

かというと, われわれが生きていく中で, 住む家を取

得するというのは非常に大きな人生の課題であり, ま
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さにワークライフバランスの中心課題というか前提で

もあるわけです｡ これまで, 日本の社会は長期雇用慣

行の下で, 安定した長期の住宅ローンが可能になり,

家を建て, 子どもを育てることが可能でした｡ ところ

が, アングロサクソン諸国のような労働市場の流動性

が高い社会で, しかも低所得者層でも利用可能な住宅

ローンをつくろうとすると, サブプライムローンのよ

うな地価や住宅価格の上昇を前提とした特異な形になっ

てしまうわけです｡ バブルがはじけても, あるいは労

働者が円滑な転職を行えない場合でも, ローンはこげ

つきます｡ しかもサブプライムローンは証券化され,

世界中の投資家に販売されてしまったために, 大きな

信用不安を経済システムに与えています｡ こうした事

態が果たして労働者の幸福に結びつくかどうか｡ われ

われは今まで築き上げた社会の中で, かなり大きな幸

福をすでに持っている, それが長期雇用だと思うので

す｡ そういう意味でも, 長期雇用は維持するというこ

とは政労使の共通の了解事項でよろしいのではと考え

ます｡

成果主義に関しては, ここ数年, JILPT でも取り

組んできた問題なのですが, やはり, 制度が未成熟,

未整備であったり, 運用が難しいという問題がある｡

また, 成果主義を導入する以上, セットで労働時間管

理を厳重にしなくてはいけない｡ 成果主義が導入され

た結果として, 長時間労働が増えたり, 場合によって

は過労死もありうる｡ そういうことがないように各企

業が厳重な労働時間管理を行う体制も必要ですし, 行

政がこれまで以上に厳しく監督することも必要となり

ます｡ 成果主義というと近年悪者扱いされることが多

いわけですが, メリットも大きいので, 現状では未成

熟な成果主義をもう少し成熟させていくことが必要で

す｡ また, 日本の企業が過酷なグローバル競争に勝ち

抜くためには, 従来からあった長期雇用と成果主義と

いう新しい仕組みを組み合わせて利用できるような態

勢に持っていくということが必要ではないかと思いま

す｡

石水 立道先生の議論は, コーポレート・ガバナン

スと日本の雇用システムをどう展望していくかという

ことを結びつけることが基軸だったかと思います｡ そ

の結論は, やはり企業別労使関係というものが今後も,

いろいろな決定システムの中で重要な役割を果たし続

けるだろうという見極めでそこからご発言をなさって

いらっしゃるかと思うのですが, 果たしてグローバリ

ズムの中で, そのような日本流のやり方を今後も維持

し続けていけるかどうかというのが最大の論点になっ

てくるのではないでしょうか｡

立道先生の議論を補強すると, 大企業の利益率の向

上と損益計算書における利益処分のデータの中で, 内

部留保が増えてきていて, 企業経営者の意見を聞いて

みても, 配当にばんばん払っていくのは, その場で消

えていきますので, 忸怩たる思いがあると｡ それとの

兼ね合いで, 内部留保を積み上げてきていることにつ

いては, これは株の買い戻しだと思うのですが, そう

すると, 従来型の持ち合いシステムのようなものが何

らかの形で復活してくるかもしれない｡ これを昔への

復帰だという形で批判する議論になるのか｡ 他方企業

ごとの労使関係を前提にしたコーポレート・ガバナン

スのあり方, あるいは CSR を実現していくための企

業経営としての合理的な選択ということで, この動き

を評価していく形になるのか｡ 日本社会において, こ

れに対する評価がどういう方向で議論されていくかと

いうことは, 今後のポイントになっていくのかと｡ 雇

用システムとのかかわりではそう思います｡

立道 ただ, 少なくともドイツにおいては, 産別か

ら個々の企業へと調整の主体が徐々に移行しつつある,

｢ジャパニゼーション｣ が進む状況が近年見られます｡

アングロサクソン型の社会に追従するだけでは, 彼ら

には対抗できない｡ つまり, 日本の歴史とか, 社会制

度を踏まえた雇用システムを構築していくこと, 日本

型の資本主義の形を模索していくことが必要ではない

かと考えます｡ それが結果的に競争力が弱いかどうか,

やってみないとわからない部分があると思いますが,

従来の日本の雇用システムについて, 卑下に終始する

必要もないのではないかなと思います｡

石水 構造改革論に導かれて日本の社会も変わって

きました｡ その中で, 単に揺り戻しているだけという

ことであれば, それが実際には日本人のためのもので

あっても, 今の日本社会は, あるいは, マスコミは批

判するのではないかと思います｡ それに対して, 装い

を新たにし, 新しいアイデアとして考えていくとすれ

ば, 例えば労働者が株を持っているという形で社会は

変わっていくのだとか, あるいは年金基金みたいな形

で全体でプールする中で, 短期的な収益主義におかさ

れない企業経営の新しいシステムとしてつくっていく

のだとか, もう一歩, 何か大仕掛けがないといけない｡

基本的には, 企業別労使関係へ戻していくということ
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なのですが, その納得性を高めるための, 社会全体と

しての仕掛けがつくれないのかなと｡ そこぐらいまで

いくと, 市場原理主義に対する一つのオールタナティ

ブになると思いますが, 今のままだとただ戻している

のをなぞっているところがあるので, もう一段の何か

知恵を絞るところが必要かなという気が個人的にはし

ています｡

立道 おっしゃるとおりだと思います｡ 今後の研究

課題として取り組みたいと思います｡

司会 最後に政策への希望など総括的なご発言をお

願いいたします｡

さ い ご に

永瀬 これだけ正規と非正規の格差が大きいという

のは, やはり日本の労働市場独特の特徴です｡ これま

でパートタイム労働法や指針に均衡待遇の規定が盛り

込まれてはきました｡ 最近の経済の回復によって格差

が縮まった部分もあります｡ でも格差は依然として大

きい｡ また契約労働者や派遣など増加するフルタイム

の新しい働き方も, 年収は低い働き方です｡ 景気回復

の中で正社員の雇用も増えだしてはいるけれど, 大き

な広がりでもって, 非正規雇用で働く人々がいる｡ 後

者の低賃金や不安定雇用, 訓練不足の問題は, 企業の

自主的な取り組みに任せればよいのではなく, 政策,

法律で積極的な是正を考える必要があるという点を強

調しておきたいと思います｡ 今回の白書の分析は問題

点の指摘は非常に鮮明です｡ 今後はさらにどう対策を

とるのかということについても方向を明らかにしてい

く必要があると感じました｡

司会 武石先生はいかがでしょうか｡

武石 ワークライフバランスについていうと, 一つ

は立道さんがおっしゃるように, 企業の労使関係とい

うのは非常に重要だと思います｡ 成果主義にしても,

労働関係の個別化にしても, 最後は個別労使の取り組

みが重要になります｡ ワークライフバランスに関して

言えば, 労働組合ができることはもっとあるように思

います｡ きょうの議論にもあったように, 現状では労

働組合はほとんどが正社員により組織されていて, 非

正規まで目配りができていません｡ 労働組合としても,

これに関しては運動の方向転換の動きが出てきたこと

は評価できると思います｡ 労働関係の個別化が進めば

進むほど, 本当は労働組合の役割は重要になってくる

のではないでしょうか｡ 集団で何かを要求するのでは

なくて, 従業員一人ひとりが, こうしたい, ああした

いと言ったときに, それを支える組合のあり方という

のは今後検討すべきテーマではないでしょうか｡ 組織

率が低下している中で, 組合がこの問題にどう取り組

むかということが一つの大きな課題になっていくかな

という気がしています｡

司会 立道さん, いかがでしょうか｡

立道 政策への希望としては, 本日の座談会の議論

の中でも触れられたように, ワークライフバランス,

非正規雇用, そして広範な意味での格差社会の問題は,

全く無関係な問題ではなく, 相互に密接に結びついて

います｡ これらの問題の共通の鍵であり, 問題解決に

中心的な役割を果たすのが, 雇用システムと労使関係

です｡ また, 個別の問題解決を対症療法的に行うので

はなくて, 雇用システムと労使関係を総合的, 相互連

関的な視野からデザインし直すことによって, すべて

の問題の解決に結びつけるという方法が必要だと考え

ます｡ 逆に言えば, 対症療法的な複数の政策間で, 負

のシナジー効果が発生しないように, 総合的な観点か

ら政策を考えていただきたい｡ 省庁横断的, あるいは

省内でも部局横断的な発想で政策の企画・立案をして

いただきたいと考えています｡ そのためには, 労働問

題を総合的な視野から研究し, 政策立案に有益な情報

を蓄積するという作業が必要とされると思います｡ わ

れわれ JILPT の使命も重いと受け止めなくてはなり

ません｡

司会 では, きょうのいろいろなご発言を総括的に,

石水調査官のほうから, 政策への反映も含めて決意表

明を (笑)｡

石水 そんなものがあるのですか (笑)｡ いえ, 私

が総括するのもおこがましいと思います｡ この雑誌は,

省内の政策担当者も読むでしょうから, 白書をきっか

けに, 政策論議が深まることを祈ります｡ 本日はどう

もありがとうございました｡

後は, 番外編ということでお願いします｡ 私は, 労

働組合については, 武石先生のおっしゃるとおりだと

思います｡ 白書が出来上がってから, これは労働組合

の問題なのだよということで, 労組の人々と議論しま

す｡ そうすると, まず ｢石水調査官は, 集団的労使関

係の意義を否定なさるのですか｣ と, こう来ましたね｡

そうではなくて, 労働関係の個別化に取り組んでいく
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ことが集団的労使関係を生かす道だと｡ 労働行政もサー

ビス業でないといけないし, 労働組合だって, サービ

ス業でなければいけないのではないかと｡ それを取り

上げる中で, 労使関係も活性化してくるし, その仕事

は労働組合の任務だと思うし, 労働組合がそれをやれ

ば, 企業ごとの労使関係がハッスルしてきて, 企業別

労働組合は非常に栄誉ある社会的地位を占めることに

なるのだと｡ こう言っているのですが, うまくいきま

せんね｡

武石 組合の幹部の方たちが, まさに自分たちの問

題だと受けとめてくれるといいのですが｡

石水 ええ｡ そうすると労働行政もハッスルします

し, 非正規雇用の能力形成の問題ももっともっと議論

が進んでいくわけなのですがね｡

永瀬 それがうまくいかないのはどうしてなんでしょ

うか｡

石水 その成り立ち自体が正社員の労働組合という

歴史から来ているところが大きいのではないでしょう

か｡ ですが, 産業構造と就業構造の変化の中で, 2 割

の組織率を割ってしまって, 代表性も問われています｡

これにきちんと対応することが労働組合として活性化

することになるし, 組織率もアップするし, 非常に栄

誉ある社会的な地位を獲得していく一つのチャンスだ

とも思うのですが, それが見えていないのであれば,

本当に残念でならないですね｡

武石 やはり格差が広がる可能性があるし, 正社員

の労働条件に影響が及ぶ可能性もあるし, マイナスの

面がないとはいえません｡ そこを一歩踏み込んで, ワー

クライフバランスを進めるという意思決定をするのは

難しいと思います｡

永瀬 ワークライフバランスを取り入れることと格

差が広がるということは, 表裏と思っていらっしゃる

のですか｡

武石 やはり労働時間が短くなったら, 賃金がその

分下がるわけですから｡ それでもしょうがないと私は

思うのですが｡

永瀬 まあ, そうでしょうね｡

石水 避けられないでしょうね｡ この動きは, 非製

造業化, ポスト工業化, 脱工業化で進んでいますから｡

工業化は, みんな一緒に働くと｡ 集団的に働くと｡ 同

じように働くと｡ 編成されて働くという姿ですが, サー

ビス経済化とか, 情報化が進んでいく中で, 今, 日本

の変化が進展しているわけですよね｡ 未来産業ほど,

柔軟な働き方ということで, 多様性が増し, 女性の就

労も確保できると｡ こういう歴史的な流れで進んでい

るわけですが, そこに何か私は, 工業社会に郷愁をも

つ人たちが立ちふさがっているような気がします｡

武石 時間をもとに戻すような行為ですね｡

永瀬 労働者の代表として労働組合にかわる組織は

見当たらないので, 労働組合にはやはり期待もしたい

し, また非正規を含めた労働者代表が必要ですよね｡

政策決定の委員会には, 必ず労働者代表として労働組

合が出ていて, 発言は重みを持ちます｡ ただ学生に

｢労働組合｣ のイメージを聞くと, みんな, 古くさい

と言うのですよ｡ NPO には参加したいと言うのです

ね｡ でも, 労働組合は？というと, 闘争とか, 赤とか,

そういうイメージで, 参加したくないというのですね｡

でも, 実はすごく大事なのだよと授業では伝えるので

すが｡

実は大企業のサラリーマンを主な対象に ｢労働組合

の身近さ｣, ということで小さい調査をしたことがあ

るのですが, ここでもあまり身近でなかった｡ 労働組

合の会合は面倒に思いつつ参加している｡ とはいえ労

働者のためになっている組織と考えている者は多いで

す｡ でも, 会社のためになっているという考えへの同

意はもっと多かったのです｡ 現在の労働法では, 会社

が就業規則を変える際などに, 労働者代表の合意を取

りつけなくてはならないという規定がありますね｡ そ

の際, 労働組合は, 従業員の利益を取りまとめ, 合意

形成をする組織として機能している｡ それは働く人た

ちのためにもなるが, それ以上に会社のためになる組

織だと, そういうとらえ方なのですよね｡ だから, 労

働組合が自分たちのものと感じられるようにどう活動

するのか, これが労働組合の大きい課題ですね｡

石水 組織にはネットワーク型組織とピラミッド型

組織とがありますが, 今の組合はピラミッド型組織に

近いのかもしれませんね｡ 一人ひとりの労働者のため

の組織へというのは, 私は建設的な批判だと思います

が, 今後に期待したいと思います｡

永瀬 組織率は, どこの国でも落ちていますよね｡

もっともスウェーデンとか, 一部の国で高い国もあり

ます｡ どうしたらいいのですかね｡

石水 逆説的かもしれませんが, 一人ひとりを大切

にする中で, 結果的に組織率も上がってくるというこ

とではないでしょうか｡ かつては, 賃上げをするため

にも数の力が必要だったのでしょうが, それも工業化
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が大きく進展した高度経済成長期のことで, まさに,

数と数, 力と力のぶつかり合いだったのです｡ しかし,

数の力というのは工業社会の産物でしょう｡ 新しい時

代はポスト工業社会だという歴史的な認識に立って,

公正な分配の実現に向け, 一人ひとりの価値観を社会

的な価値に組み上げていくことができるような, そん

な権威ある労働組合運動が展開されていくことを望み

たいですね｡

司会 本日の討論が, 政策論議のよりいっそうの深

まりにつながるよう期待したく思います｡

(2007 年 9 月 7 日：東京にて)
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